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(57)【要約】
【課題】背凭れを倒した安楽姿勢時においても被施術者
の顔が正面を向くようにし、着座する被施術者の座高に
合わせて背凭れの位置を調整できると共に、背凭れが倒
れるのに連動して座面を後方へチルトさせるようにした
リクライニング式の理美容用椅子を提供すること。
【解決手段】背凭れ７を下部背凭れ７ａと上部背凭れ７
ｂとに二分割し、下部背凭れフレーム８ａを下部寄り回
動支点１０を中心として前後方向に回動自在に支承する
と共に、下部背凭れ８ａの背面側に、下部背凭れフレー
ムの上端部２３と下部側の回動支点１０間を一辺とする
四節平行リンク機構を形成し、下部背凭れフレームが回
動支点を中心として後方へ傾倒されたときに四節平行リ
ンク機構の上部側結節点２３が上方へ向かって回動する
ようになし、該回動する結節点２３に上部背凭れ取付板
２７を固設し、該上部背凭れ取付板に上部背凭れ７ｂを
取り付けた。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と、前垂れと、背凭れを備えたリクライニング式の理美容用椅子であって、
　前記背凭れを下部背凭れと上部背凭れとに二分割し、
　下部背凭れを取り付けられた下部背凭れフレームを下部寄り所望位置の回動支点を中心
として前後方向に回動自在に支承すると共に、下部背凭れの背面側に、前記下部背凭れフ
レームの上端部と前記回動支点間を一辺とする四節平行リンク機構を形成し、
　前記下部背凭れフレームが前記回動支点を中心として後方へ傾倒されたときに前記四節
平行リンク機構の上部側結節点が上方へ向かって回動するようになし、
　該上方へ向かって回動する結節点に上部背凭れ取付板を固設すると共に、該回動する上
部背凭れ取付板に上部背凭れを取り付けたこと
　を特徴とする理美容用椅子。
【請求項２】
  請求項１記載の理美容用椅子において、
　座部がその前後方向ほぼ中央位置において前後方向に揺動可能に支承され、該揺動可能
とされた座部の先端に前垂れが回動自在に連結されていると共に、前記前垂れと前記下部
背凭れフレームの下部先端との間には前垂れ昇降用ロッドが連結され、
　前記下部背凭れフレームが後方へ傾倒されたときに、前記前垂れ昇降用ロッドが前進し
て前垂れを上方へ押し上げると共に、傾倒する下部背凭れフレームが前記座部をその揺動
支点を中心として後方へ向けて押し下げ、チルトするようにしたこと
　を特徴とする理美容用椅子。
【請求項３】
　請求項１または２記載の理美容用椅子において、
　前記上部背凭れ取付板と上部背凭れとの間に、上部背凭れの上下方向の位置を調整可能
な位置調整機構を設けたことを特徴とする理美容用椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、背凭れが前後方向に傾倒可能とされたリクライニング式の理美容用椅子に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、理美容用椅子としては、背凭れ固定式のものや背凭れが傾倒可能なリクライ
ニング式のものが広く知られている。例えば、文献１には、背凭れ上部にヘッドレストを
備えた椅子であって、背凭れとヘッドレストが共に倒伏した完全休息状態からヘッドレス
トのみを起立した場合でも、ヘッドレストの起立状態を自動的にロックでできると共に、
完全休息状態から背凭れを起立させた場合には、ヘッドレストが自動的に起立してその起
立状態を自動的にロックできるようにした椅子が示されている。また、特許文献２には、
背凭れとヘッドレストの傾動を連動させ、ヘッドレストが常に座部に対して一定の角度を
保つようにした安楽椅子が示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１１１６３５号公報
【特許文献２】実公昭６２－１５３９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　背凭れが固定式の理美容用椅子においては、背凭れを倒して安楽姿勢をとることができ
ない。また、上記特許文献に示された如きリクライニング構造の理美容用椅子においては
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、背凭れを倒すことによって、ひげ剃りやマッサージなどの用途に使用できるが、背凭れ
を所定角度に倒した安楽姿勢において、ヘヤーカットやパーマ施術のために、座っている
被施術者の顔を正面（鏡の方向）に向けようとすると、ヘッドレストを起立させて首から
上の頭部だけを正面側に向けて立ち上げるしかなく、被施術者にとってはかなり無理な姿
勢となり、長時間にわたってその姿勢を保つことが難しかった。
【０００５】
　また、従来の理美容用椅子においては、背凭れの長さは一定であり、被施術者の座高に
合わせて調節することができず、被施術者の背中を最良な状態で保持することが難しかっ
た。さらに、背凭れが倒れる際に、座っている被施術者の尻の位置が前方側にずれてしま
い、安定した着座姿勢を確保することが難しかった。
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、リクライニング式の理美容用椅
子において、背凭れを上下に二分割し、背凭れを倒した際に、上側の背凭れ部分を前方へ
向けて起立させ、背凭れによって背中の上半部を前方へ押してやることにより、安楽姿勢
時においても被施術者の顔が楽に正面を向くようにし、また、着座する被施術者の座高に
合わせて上側の背凭れ部分を上下方向に位置調節可能とすることにより、肩胛骨付近を安
定的に保持して安楽な姿勢をとらせることができ、さらには、背凭れが倒れるのに連動し
て座部を後方へチルトさせることにより、背凭れの傾倒時に尻の位置が前方へずれること
をなくした理美容用椅子を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は次のような手段を採用した。
　すなわち、請求項１記載の理美容用椅子は、座部と、前垂れと、背凭れを備えたリクラ
イニング式の理美容用椅子であって、前記背凭れを下部背凭れと上部背凭れとに二分割し
、下部背凭れを取り付けられた下部背凭れフレームを下部寄り所望位置の回動支点を中心
として前後方向に回動自在に支承すると共に、下部背凭れの背面側に、前記下部背凭れフ
レームの上端部と前記回動支点間を一辺とする四節平行リンク機構を形成し、前記下部背
凭れフレームが前記回動支点を中心として後方へ傾倒されたときに前記四節平行リンク機
構の上部側結節点が上方へ向かって回動するようになし、該上方へ向かって回動する結節
点に上部背凭れ取付板を固設すると共に、該回動する上部背凭れ取付板に上部背凭れを取
り付けたことを特徴とするものである。
【０００８】
　さらに、請求項２記載の発明は、請求項１記載の理美容用椅子において、座部がその前
後方向ほぼ中央位置において前後方向に揺動可能に支承され、該揺動可能とされた座部の
先端に前垂れが回動自在に連結されていると共に、前記前垂れと前記下部背凭れフレーム
の下部先端との間には前垂れ昇降用ロッドが連結され、前記下部背凭れフレームが後方へ
傾倒されたときに、前記前垂れ昇降用ロッドが前進して前垂れを上方へ押し上げると共に
、傾倒する下部背凭れフレームが前記座部をその揺動支点を中心として後方へ向けて押し
下げ、チルトするようにしたことを特徴とするものである。
【０００９】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１または２記載の理美容用椅子において、前記上
部背凭れ取付板と上部背凭れとの間に、上部背凭れの上下方向の位置を調整可能な位置調
整機構を設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１記載の発明によれば、背凭れを傾倒する際に、下部背凭れの背面に設けた四節
平行リンク機構の作用によって上部背凭れを前方へ向かって回動起立し、この起立された
上部背凭れによって着座している被験者の背中の上半部を前方へ向けて押すことにより、
背凭れが傾倒した安楽姿勢時においても被施術者の顔を楽に正面（鏡方向）に向かせるこ
とができる。
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【００１１】
　また、請求項２記載の発明によれば、背凭れが倒れるのに連動して、前垂れを押し上げ
ると共に、座部を後方へ向けてチルトさせることができ、座部の傾倒時に尻の位置が前方
へずれるようなことがなくなり、安定な姿勢で保持することができる。
【００１２】
　また、請求項３記載の発明によれば、上部背凭れの上下方向の位置を、着座する被施術
者の座高に合わせて調節することができるので、上部背凭れによって背中の肩胛骨付近を
安定的に保持することができ、負担の少ない安楽な姿勢をとらせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に係る理美容用椅子の背凭れ起立状態時の側面図である。
【図２】上記実施の形態に係る理美容用椅子の背面斜視図である。
【図３】上記実施の形態に係る理美容用椅子の背凭れ傾倒状態時の側面図である。
【図４】下部背凭れと上部背凭れの連結機構部分の斜視図である。
【図５】下部背凭れと上部背凭れの連結機構部分の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る理美容用椅子の一実施の形態について、図面を参照して説明する。
　図１～図３において、１は床面に固定された台座、２は台座１の中央位置に立設された
支持柱であって、この支持柱２の上端部に基台３が固設されており、この基台３の前後方
向の中央部付近に位置して、座部取付板４が軸支板５とピン５ｂによって上下方向回動自
在に軸支されている。座部取付板４の上面には、バネやクッション等で構成された座部６
が張り合わされている。
【００１５】
　背凭れ７は、下部背凭れ７ａと上部背凭れ７ｂに分割されている。下部背凭れ７ａを取
り付けられた左右一対の下部背凭れフレーム８ａは、その下部先端部分がナギナタ状に外
側へ反った形状とされており、下端部寄りの位置に設けられたピン１０によって前後方向
に回動自在とされていると共に、先端位置においてピン９によってエアシリンダ１１の一
方の端部に回動自在に連結されている。エアシリンダ１１の他方の端部であるピストンロ
ッド１２は、基台３の前端部下面に固設されているロッド取付板１３にピン１４によって
回動自在に連結されている。
【００１６】
　また、前記下部背凭れフレーム８先端のピン９には、リンク３２の一方の端部が回動自
在に軸支され、該リンク３２の他端はピン１５と取付板１６によって基台３の後端下面に
回動自在に連結されている。さらに、前記ピン９には、前垂れ昇降用ロッド１７の一方の
端部が回動自在に取り付けられていると共に、この前垂れ昇降用ロッド１７の他方の端部
はピン１８（図３参照）によって前垂れ取付板１９に回動自在に連結されている。前垂れ
取付板１９の外面には、バネやクッション等で構成された前垂れ２０が張り合わされてい
る。
【００１７】
　前記前垂れ２０を張り合わされた前垂れ取付板１９は、連結ピン２０ａによって座部取
付板４の先端部に回動自在に連結されており、前垂れ昇降用ロッド１７で前方へ押される
ことにより、図１の状態から図３の状態まで押し上げられ、着座している被施術者の脚部
を持ち上げるものである。
【００１８】
　また、下部背凭れフレーム８ａの内側位置には、への字状をしたリンク２１がピン１０
に対して回動自在に軸支されている。この回動自在なへの字状をしたリンク２１の一方の
突出片部２１ａは座部取付板４の下面に固設されていると共に、他方の突出片部２１ｂは
下部背凭れフレーム８ａの外側まで達する長さに形成され、斜め下方に向けて突出配置さ
れている。そして、このへの字状をした左右一対のリンク２１の突出片部２１ｂの先端部
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間には、回動ロッド２２が回動自在に掛け渡されている（図３参照）。
【００１９】
　一方、下部背凭れフレーム８ａの上端部には、回動ロッド２３が左右一対の下部背凭れ
フレーム８ａ間にわたって回動自在に掛け渡されている（図３参照）。この回動ロッド２
３の中央位置には、左右一対のリンク２４が外側斜め下方に向けて回動ロッド２３に溶接
等で固設され、回動ロッド２２と一体となって回動するように構成されている。さらに、
この左右一対のリンク２４の先端部間には、第２の回動ロッド２５が回動自在に掛け渡さ
れている。
【００２０】
　前記第２の回動ロッド２５と、下部背凭れフレーム８ａの下部側の回動ロッド２２には
、長板状のリンク板２６が掛け渡され、リンク板２６の上下両端部は溶接等によって回動
ロッド２５と２２に一体に連結されている。このリンク板２６による連結によって、下側
のへの字状をしたリンク２１が回動したときにリンク板２５を介して上側のリンク２４が
一緒になって回動するようになる。すなわち、前記ピン（結節点）１０、リンク２１、回
動ロッド（結節点）２２、リンク板２６、回動ロッド（結節点）２５、リンク２４、回動
ロッド２３（結節点）は、いわゆる四節平行リンク機構を形成している。
【００２１】
　さらに、前記四節平行リンク機構を構成する回動ロッド２３には、上部背凭れ連結板２
７が溶接等によって回動ロッド２３と一体に固設されており、回動ロッド２３の回動に従
って上部背凭れ連結板２７も一体になって回動するように構成されている。そして、この
上部背凭れ連結板２７に、上部背凭れ７ｂを取り付けることによって、上部背凭れ７ｂが
連結板２７と一体となって回動するように構成されている。
【００２２】
　図４および図５に、前記上部背凭れ連結板２７と上部背凭れ７ｂとの連結機構の詳細な
構造を示す。
　上部背凭れ７ｂ裏面の上部背凭れ取付板８ｂには、連結板挿通部２８が設けられている
。この連結板挿通部２８には、前記上部背凭れ連結板２７と同一断面形状で、かつ、その
寸法がわずかに大きくされた連結板挿通穴２８ａが形成されている。上部背凭れ連結板２
７をこの連結板挿通穴２８ａに挿通することにより、下部背凭れ７ａと上部背凭れ７ｂと
が連結されている。
【００２３】
　連結板挿通部２８には、上部背凭れ７ｂの上下方向の位置を調節するための位置調整機
構も備えている。すなわち、連結板挿通部２８の上面に位置して、てこ状をしたストッパ
ー２９がビス３０によって取り付けられており、このビス３０とストッパー２９との間に
バネ３１が縮設され、このバネの伸張力によってストッパー先端のロック片２９ａを常に
連結板挿通部２８の上面に押しつけている。そして、連結板挿通部２８の上面には、前記
ストッパー２９先端のロック片２９ａが入り込む大きさの窓２８ｂが開けられていると共
に、連結板挿通穴２８ａ内に挿通されている上部背凭れ取付板２７にも同じ大きさの窓（
図示なし）が所定の位置に形成されている。
【００２４】
　したがって、内部に挿通されている上部背凭れ取付板２７の窓を連結板挿通部２８の窓
２８ｂの位置に合わせると、ストッパー先端のロック片２９ａがバネ３１の力によって連
結板挿通部２８の窓２８ａから内部の上部背凭れ取付板２７の窓に入り込み、上部背凭れ
７ｂを該位置にロックする。これによって、上部背凭れ７ｂは、定位置に固定される。
【００２５】
　一方、ストッパー２９の取っ手部２９ｂを下側に向けて押すと、バネ３１に抗してスト
ッパー先端のロック片２９ａが持ち上がり、係合していた窓２８ｂから外れるので、この
状態で上部背凭れ７ｂを下側に向けて押し込めば、上部背凭れ７ｂを上部背凭れ取付板２
７の細幅の穴３９の下端に当たる位置まで押し下げることができる。
【００２６】
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　なお、上部背凭れ取付板２７に窓を複数個形成しておけば、上部背凭れ７ｂの位置を複
数段にわたって調整することができる。また、上部背凭れ取付板２７の中央部に縦方向に
穿たれた細幅の穴３９は、上部背凭れ７ｂの上下方向の調節範囲を制限するための穴であ
る。また、ストッパー２９を取り付けるためのネジ３０のネジ先端部の接触をさけるため
の逃げ穴である。
【００２７】
　３３は座部６の左右側部に設けられたシリンダロック解除レバーであって、ピン３４を
支点として回動可能とされており、該レバーの下部先端に取り付けられた連結杆３５によ
ってピストンロッド１２先端のロック解除ユニット３６につながれている。
【００２８】
　３７は座部６の両サイドに取り付けられた肘掛け、３８は座部の昇降を操作するための
座部昇降用足踏みバーであって、バー３８を足で踏んで操作することにより支持柱２の先
端に取り付けられた基台３を上下方向に昇降させ、座部６の上下方向の位置を調整するも
のである。
【００２９】
　次に、背凭れ７を図１の起立状態から図３の安楽姿勢の状態まで傾倒させる場合の動作
について説明する。
　まず最初に、被施術者が座部６に座ったら、上部背凭れ７ｂの裏面側に設けられている
前述した位置調整機構のストッパー２９を操作して、上部背凭れ７ｂが着座している被施
術者の肩部に当たるようにその位置を上下方向に調整する。
【００３０】
　次いで、シリンダロック解除レバー３３を操作してエアシリンダ１１のロックを解除す
る。このロック解除状態において、着座している被施術者が背凭れ７に体重をかけていく
と、背凭れ７は下部背凭れフレーム８ａのピン１０を支点として時計方向（後方）へ回動
していく。
【００３１】
　下部背凭れフレーム８ａがピン１０を支点として時計方向へ回動していくと、下部背凭
れフレーム８ａの下部先端のピン９に連結されたエアシリンダ１１を押し縮めながら、そ
の緩衝作用によってゆっくりと前方側へ向かって回動していく。これによって、同じくピ
ン９に連結された前垂れ昇降用ロッド１７も前方へ向かって押し出されていき、前垂れ２
０を上方へ向けて押し上げていく。同時に、座部６が基台３の中央部付近に設けられた軸
支板５のピン５ｂを回動支点として時計回りに回動され、座部６の後端部が下がっていく
。
【００３２】
　一方、上記のようにして下部背凭れフレーム８ａが時計方向に回動していくと、への字
状をしたリンク２１の突出片部２１ｂと下部背凭れフレーム８ａとの交差角度が図３に示
すように大きくなっていき、四節平行リンク作用によってリンク２１の突出片部２１ｂが
徐々に下部背凭れフレーム８ａに対して立ち上がった状態となっていく。この結果、四節
平行リンク機構を構成するリンク板２６が上方の回動ロッド２５を押し上げていき、該回
動ロッド２５に連結された回動リンク２４を上方へ向けて回動し、この回動リンク２４を
固設された回動ロッド２３が半時計方向（図１において）に回転する。
【００３３】
　回動ロッド２３が半時計方向へ回転されていくと、この回動ロッド２３に固設された上
部背凭れ取付板２７が前方側へ向かって回動し、この上部背凭れ取付板２７に取り付けら
れた上部背凭れ７ｂも前方側へ向かって回動され、上部背凭れ７ｂは常に図１の起立状態
と同じ向きに保持される。
【００３４】
　着座した被施術者の体重によってさらに下部背凭れフレーム８ａが後方へ向かって回動
すると、これに伴って前垂れ昇降ロッド１７が前垂れ２０を所定の角度位置まで押し上げ
ると共に、座部６の後端を図３のように所定の位置まで押し下げていき、座部６をチルト
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する。
【００３５】
　このようにして、エアシリンダ１１のピストンロッド１２が図３のように最大縮退位置
まで縮むと、下部背凭れフレーム８ａはそれ以上回動することが不可能となり、図３の安
楽姿勢の位置に停止される。この結果、前垂れ２０は図１から図３の状態まで持ち上げら
れ、また座部６は図１の水平な状態から図３の座部後端が下がったチルト状態となる。さ
らに、上部背凭れ７ｂは下部背凭れフレームの背面部分に形成された四節平行リンク機構
によって、図３に示すように、図１と同じ向きの起立状態に保持される。
【００３６】
　上記のようにして、実施の形態に係る理美容用椅子によれば、背凭れを傾倒したにもか
かわらず、着座している被施術者の顔を常に正面（鏡の方向）に向け続けることができる
。また、着座時に上部背凭れを被施術者の座高に応じた最適高さに調節できるので、上部
背凭れによって背中の肩胛骨付近を安定的に保持することができ、無理のない安楽な姿勢
をとらせることができる。さらに、背凭れが倒れるのに連動して座面がチルトされるので
、尻の位置が前方へずれることを防止することができる。
【００３７】
　図３の安楽姿勢から図１の起立状態にもどすには、シリンダロック解除レバー３３を操
作して、エアシリンダ１１のピストンロッド１２を図１の状態まで押し出していけばよい
。これによって、すべての部材が前述した図１から図３へ姿勢を変えるときと逆の動きを
し、図１の起立状態に復帰させることができる。
【００３８】
　なお、上記実施の形態では、背凭れ傾倒時の傾倒速度を制御するための緩衝機構として
エアシリンダ１１を用いたが、これに限らず、油圧シリンダ、ばねシリンダ、ねじシリン
ダ等の他の緩衝機構や部材を用いてもよいものである。また、下部背凭れフレーム８ａ下
端のピン９と基台３との間にリンク３２を設けたが、このリンク３２は座部６と背凭れ７
の角度を一意的に決定するリンクである。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　台座
　２　　支持柱
　３　　基台
　４　　座部取付板
　５　　軸支板
　５ｂ　ピン
　６　　座部
　７　　背凭れ
　７ａ　下部背凭れ
　７ｂ　上部背凭れ
　８ａ　下部背凭れフレーム
　８ｂ　上部背凭れフレーム
　９　　ピン
　１０　ピン
　１１　エアシリンダ
　１２　ピストンロッド
　１３　ロッド取付板
　１４　ピン
　１５　ピン
　１６　取付板
　１７　前垂れ昇降用ロッド
　１８　ピン
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　１９　前垂れ取付板
　２０　前垂れ
　２１　リンク
　２１ａ　突出片部
　２１ｂ　突出片部
　２２　回動ロッド
　２３　回動ロッド
　２４　回動リンク
　２５　回動ロッド
　２６　リンク板
　２７　上部背凭れ取付板
　２８　連結板挿通部
　２８ａ　連結板挿通穴
　２８ｂ　窓
　２９　ストッパー
　２９ａ　ロック片
　３０　ビス
　３１　バネ
　３２　リンク
　３３　シリンダロック解除機構
　３４　ピン
　３５　連結杆
　３６　ロック解除ユニット
  ３７　肘掛け
　３８　座部昇降用足踏みレバー
　３９　穴



(9) JP 2014-200475 A 2014.10.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 2014-200475 A 2014.10.27

【図５】



(11) JP 2014-200475 A 2014.10.27

フロントページの続き

(72)発明者  高田　知明
            大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目１番１号　タカラベルモント株式会社内
Ｆターム(参考) 3B099 EA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

